
 1

「原子力政策大綱」に意見提出 

～ 原子力・放射線技術士の活躍する場を広げていくことが重要と明記 ～ 

2005.10.14 

(社)日本技術士会 

原子力・放射線部会 

 

 平成 17 年 10 月 11 日、原子力委員会により今後の国の原子力長期計画となる「原子力政

策大綱」が決定され、10 月 14 日に閣議決定が行われました。この計画策定に当っては、平

成 16 年６月に新計画策定会議が設置され、審議が重ねられた上、平成 17 年 6 月と 8 月の 2

度にわたって取りまとめ案に対して一般からの意見募集が行われました。 

発足したばかりの当原子力・放射線部会（以下、当部会）からも技術士活用等について

積極的に意見を提出し、次のように国の方針に明記されました。 

 

１）「新計画の構成」への意見提出とその結果（平成１７年６月） 

 今後の施策の基本的方向及び政府や民間の今後の取組の基本的考え方を示した「新計画

の構成」について、重要事項の欠落の有無、軽重の判断、その方向性等に関する意見募集

があり、「人材の育成および確保」の項目に、技術士の役割と活用を明記するよう提案しま

した。（意見 No.E-568） 

 この結果、「新計画案」（平成 17 年 7 月 15 日）には、次のように明記されました。 

「原子力研究、開発および利用の現場には、原子炉主任技術者、核燃料取扱主任者、

放射線取扱主任者、原子力･放射線技術士等、専門的資格を備えた人材の存在が必要あ

るいは有用である。大学および研究開発機関は、これらの専門的資格を有する人材が

専門家としての十分な能力を維持できるよう、継続的な教育訓練の機会を提供してい

くことが重要である。」 

 

２）「原子力政策大綱（案）」に対する意見提出とその結果（平成 17 年 8 月） 

 引き続き文書として取りまとめられた「原子力政策大綱（案）」に対し、部会長名および

個人名で 6名より計９件の意見を提出し、最終的に「原子力政策大綱」の「2-4 人材の育成･

確保」の中の記述は次のように修正されました。 

「原子力研究、開発および利用の現場には、原子炉主任技術者、核燃料取扱主任者、

放射線取扱主任者、原子力･放射線技術士等、専門的資格を備えた人材が活躍しており、

これらの者が法定の責務を果たすのみならず、優れた知見と倫理意識を有した人材と

して活躍する場を広げていくことも重要である。また、大学および研究開発機関は、

これらの専門的資格を有する人材が専門家としての十分な能力を維持できるよう、継

続的な教育訓練の機会を提供していくことが重要である。」 
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当部会からは、「2-1-1 安全対策」、「2-1-1(1) 国･事業者等の責任」、「2-1-1(2) 安全

文化の確立・定着と運転管理の継続的改善」、「2-4 人材の育成･確保」、「2-5-3 学習機会の

整備･充実」等の記述に対し、それぞれ技術士の役割や活用を具体的に明記するよう文案

を提案しましたが、その一部が反映されたものです。提案に比べれば、まだ物足りない記

述ですが、今後 10 年間の国の原子力政策の基本となる大綱に「原子力・放射線技術士の

活躍する場を広げていくことが重要」と明記されたことは、大きな一歩と言えます。 

 

 今後とも、このような重要な報告書などに対しては積極的に意見を申し述べ、我が国の

原子力・放射線技術の健全な発展と普及に貢献して行きたいと考えています。 

 

以上 

 

添付：大綱への部会意見集 
























